
直島町立直島中学校 タブレット端末利用上のルール 

みなさんが学校から貸し出されるタブレット端末には様々な機能があり、上

手に使うことで授業での学びをより深めることができます。きちんとルールを

守って、みんなが気持ちよく学習できるようにしましょう。 

《タブレット使用の目的》 

１．学校で貸し出すタブレット端末は、学習活動のために使うことが目的で 

す。学習活動に関わることだけに使うようにしましょう。 

《使用場所》 

２．学校のみで使用するようにしましょう。 

３．それ以外の場所で使用する必要がある場合は、先生から許可を得てから 

使用しましょう。 

《学校での使用について》 

４．授業中のルール 

 ①先生の指示があるまではカバーを閉じておき、使用しません。 

 ②先生の指示があった場合でも、目的の活動以外には使用しません。 

 ③目的の活動が終了したら、カバーを閉じて次の活動に集中します。 

５．休み時間のルール 

 ① 原則、休み時間は使用しません。学級の活動に参加したり、なかまと 

の会話を楽しんだりします。 

 ② ただし、次の場合は、先生の許可を得た上で使用を許可します。 

  ○学習に関わる使用（授業に関わる情報収集） 

  ○学級活動に関わる使用（連絡・確認事項をTeamsでアップする等） 

 ③給食の配膳中も、衛生面の観点から使用しません。 

 



６．その他 

 ①自分のタブレット端末は、登校時に教室のタブレット庫から取り出し、

常に自分で管理します。下校時にタブレット庫に収納して充電します。 

 ②活動内容によって持ち運ばない場合は、自分の机やロッカーの中に収納 

するなどし、紛失・盗難に十分に注意します。 

 ③歩きながらの使用はしません。 

 ④インターネット検索をしている際、i-FILTERによってブロックされたら 

すぐにそのウェブページを離れます。 

《情報モラルに関する事項》 

７．写真や動画に人が映るときは、必ず許可をもらいましょう。 

８．学習以外で自分のアカウントを人に教えません。 

９．パスワードは、どんなときでも人に教えません。 

10．個人情報はインターネット上に絶対に上げません。 

11．タブレット端末で作成したデータ（写真や動画も含む）は、OneDrive 

内に保存し、本体にデータをため込まないようにしましょう。 

12．校内のネットワーク以外（自宅のスマートフォン・タブレット端末・コ 

ンピュータ等含む）とは絶対に接続しないようにしましょう。 

13．サイトの閲覧には制限がかけられていますが、怪しいサイトに入ってし 

まったときはすぐに退出し、先生に報告しましょう。 

《健康面に関する事項》 

14．使用する際は姿勢を良くし、画面に近づきすぎないようにしましょう。 

《その他》 

15．タブレット本体やネットワーク等に不具合が出たときは、すぐに先生に 

報告するようにしましょう。 


